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平成��年
�月��日

��
�
�

�

��
�
�

�

○
救
急
病
院
の
認
定  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
二
二
・
医　

務　

課
）　
二

○
佐
賀
県
企
業
立
地
促
進
特
区
の
区
域
の
指
定  
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
二
三
・
企
業
立
地
課
）　
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
二
四
・
道　

路　

課
）　
二

○　
　
　

〃　
　
　
　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
二
五
・　
　

〃　
　

）　
二

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
二
六
・　
　

〃　
　

）　
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
二
七
・　
　

〃　
　

）　
三

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
二
八
・　
　

〃　
　

）　
三

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
二
九
・　
　

〃　
　

）　
三

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
三
〇
・　
　

〃　
　

）　
四

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
三
一
・　
　

〃　
　

）　
四

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
三
二
・　
　

〃　
　

）　
四

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
三
三
・　
　

〃　
　

）　
四

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
三
四
・　
　

〃　
　

）　
五

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
三
五
・　
　

〃　
　

）　
五

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
三
六
・　
　

〃　
　

）　
五

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
三
七
・　
　

〃　
　

）　
六

○　
　
　

〃　
　
　
　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
三
八
・　
　

〃　
　

）　
六

○　
　
　

〃　
　
　
　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
三
九
・　
　

〃　
　

）　
六

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
四
〇
・　
　

〃　
　

）　
七

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
四
一
・　
　

〃　
　

）　
七

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
四
二
・　
　

〃　
　

）　
七

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
四
三
・　
　

〃　
　

）　
八

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
四
四
・　
　

〃　
　

）　
八

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
四
五
・　
　

〃　
　

）　
八

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
四
六
・　
　

〃　
　

）　
九

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
四
七
・　
　

〃　
　

）　
九

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
四
八
・　
　

〃　
　

）　
九

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
四
九
・　
　

〃　
　

） 
一
〇

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
五
〇
・　
　

〃　
　

） 
一
〇

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
五
一
・　
　

〃　
　

） 
一
〇

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
五
二
・　
　

〃　
　

） 
一
一

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
五
三
・　
　

〃　
　

） 
一
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
五
四
・　
　

〃　
　

） 
一
一

○　
　
　

〃　
　
　
　
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
五
五
・　
　

〃　
　

） 
一
二

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
五
六
・　
　

〃　
　

） 
一
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
五
七
・　
　

〃　
　

） 
一
三

○
道
路
の
供
用
開
始  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
五
八
・　
　

〃　
　

） 
一
三

○
佐
賀
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
で
き
る

個
人
情
報
の
一
部
改
正  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
五
九
・　
　

〃　
　

） 
一
四

��
�

�

○
大
気
常
時
監
視
テ
レ
メ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札  
�
�
�
（
環
境
セ
ン
タ
ー
） 
一
四

○ 
鹿
島
市
土
地
改
良
区
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
決
定  
�
�
�
（
農　

地　

整　

備　

課
） 
一
六

�
�
�
�
�
�
�
	



� 
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
及
び
地
方
教

育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
四
十
万
を

超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
並
び
に
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
権
を
有

す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（　

告　

示　

・　

一
一
） 
一
六

○ 
公
職
の
候
補
者
等
が
個
人
演
説
会
等
を
開
催
で
き
る
施
設
の
廃
止  
�
�
�
�
（　
　

〃　
　

・　

一
二
） 
一
七
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名　
　
　

称

町
立
太
良
病
院

所　

在　

地

藤
津
郡
太
良
町
大
字
多

良
一
五
二
〇
番
地
一
二

認　

定　

期　

限

平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二

四
年
三
月
三
一
日
ま
で

備　
　

考

内
科
系
、外
科

系
、小
児
科
系

�
�
�
�
�
�
�
�
	


	
�

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
と
し
て
次
の
も
の
を
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

佐
賀
川
副
線 

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

�
�
�
�
�
�

佐
賀
市
北
川
副
町
大
字
新
郷
字
八
田

分
七
五
九
番
一
地
先
か
ら

佐
賀
市
北
川
副
町
大
字
新
郷
字
二
本

柳
四
五
八
番
六
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

�
�
�

二
〇
・
一

  
〜　

七
・
四

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

�
�
�

四
五
三
・
二

区　

域

神
埼
市

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

佐
賀
県
企
業
立
地
の
促
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
佐
賀
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
佐
賀
県
企
業
立
地
促
進
特
区
の
区
域
を
指
定
し

た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

��

��
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
神
埼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

市
武
神
埼
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
箱
川
字
井
樋
口

一
八
六
五
番
一
地
先
か
ら

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
箱
川
字
五
の
坪

二
三
四
二
番
一
地
先
ま
で

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
箱
川
字
井
樋
口

一
八
六
五
番
一
地
先
か
ら

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
箱
川
字
五
の
坪

二
三
四
二
番
一
地
先
ま
で 

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

二
六
・
四

 
〜　

七
・
四

二
四
・
九

〜　
七
・
九

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

六
九
八
・
五

六
九
六
・
五

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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路 

線 

名

一
般
国
道

三
八
五
号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
松
隈
松
隈
九
瀬
谷
国
有
林
一
三
林
班

よ
小
班
か
ら

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
松
隈
松
隈
九
瀬
谷
国
有
林
一
〇
林
班

ろ
小
班
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鳥
栖
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

市
武
神
埼
線 

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
箱
川
字
井
樋
口
一
八
六
五
番
一
地
先

か
ら

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
箱
川
字
五
の
坪
二
三
四
二
番
一
地
先

ま
で 

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鳥
栖
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鳥
栖
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

三
八
五
号

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
松
隈
松
隈
九
瀬

谷
国
有
林
一
三
林
班
よ
小
班
か
ら

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
松
隈
松
隈
九
瀬

谷
国
有
林
一
〇
林
班
ろ
小
班
ま
で

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
松
隈
松
隈
九
瀬

谷
国
有
林
一
三
林
班
よ
小
班
か
ら

神
埼
郡
吉
野
ヶ
里
町
松
隈
松
隈
九
瀬

谷
国
有
林
一
〇
林
班
ろ
小
班
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

一
七
・
五

 
〜　

六
・
八

一
〇
・
五

〜　
四
・
二

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

三
七
一
・
五

三
七
四
・
四

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道 

北
茂
安

三
田
川
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
東
尾
字
二

本
杉
一
〇
九
番
八
地
先
か
ら

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
東
尾
字
一

本
松
二
二
九
五
番
八
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

一
六
・
四

 
〜　

九
・
一

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

二
〇
五
・
九

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
神
埼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
東
尾
字
二

本
杉
一
〇
九
番
八
地
先
か
ら

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
東
尾
字
一

本
松
二
二
九
五
番
八
地
先
ま
で

前

一
五
・
七

〜　
九
・
一

二
〇
五
・
八

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鳥
栖
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

北
茂
安

三
田
川
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
東
尾
字
二
本
杉
一
〇
九
番
八
地

先
か
ら

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
東
尾
字
一
本
松
二
二
九
五
番
八

地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鳥
栖
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

北
茂
安

三
田
川
線 

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

三
養
基
都
み
や
き
町
大
字
中
津
隈
字

五
本
黒
木
六
五
二
番
三
地
先
か
ら

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
中
津
隈
字

三
本
黒
木
四
四
番
三
地
先
ま
で

三
養
基
都
み
や
き
町
大
字
中
津
隈
字

五
本
黒
木
六
五
二
番
三
地
先
か
ら

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
中
津
隈
字

三
本
黒
木
四
四
番
三
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

八
・
七

  
〜　

七
・
八

八
・
七

  
〜　

七
・
八

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
七
五
・
二

一
七
五
・
四

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鳥
栖
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

北
茂
安

三
田
川
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

三
養
基
都
み
や
き
町
大
字
中
津
隈
字
五
本
黒
木
六
五
二
番

三
地
先
か
ら

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
中
津
隈
字
三
本
黒
木
四
四
番
三

地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


	
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。
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そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鳥
栖
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

坊
所
城
島
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

三
養
基
郡
上
峰
町
大
字
坊
所
字
上
坊

所
四
一
二
番
一
二
地
先
か
ら

三
養
基
郡
上
峰
町
大
字
坊
所
字
一
本

松
一
九
五
番
二
地
先
ま
で 

三
養
基
郡
上
峰
町
大
字
坊
所
字
上
坊

所
四
一
二
番
一
二
地
先
か
ら

三
養
基
郡
上
峰
町
大
字
坊
所
字
一
本

松
一
九
五
番
二
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

二
一
・
六

  
〜　

一
一
・
三

二
二
・
〇

  
〜　

一
一
・
八

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

四
一
三
・
四

四
一
三
・
五

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鳥
栖
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

坊
所
城
島
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

三
養
基
郡
上
峰
町
大
字
坊
所
字
上
坊
所
四
一
二
番
一
二
地

先
か
ら

三
養
基
郡
上
峰
町
大
字
坊
所
字
一
本
松
一
九
五
番
二
地
先

ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鳥
栖
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

中
原
鳥
栖
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
白
壁
字
皿

山
三
九
四
九
番
一
地
先
か
ら

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
白
壁
字
一

ノ
原
四
〇
二
七
番
二
地
先
ま
で

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
白
壁
字
皿

山
三
九
四
九
番
一
地
先
か
ら

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
白
壁
字
一

ノ
原
四
〇
二
七
番
二
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

一
四
・
七

  
〜　

七
・
五

一
四
・
八

  
〜　

七
・
七

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

二
〇
二
・
八

二
〇
二
・
三

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鳥
栖
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

山
崎
町
切
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

唐
津
市
相
知
町
田
頭
字
大
平
二
六
九

番
一
地
先
か
ら

唐
津
市
相
知
町
田
頭
字
牧
ノ
内
四
一

六
番
地
先
ま
で

唐
津
市
相
知
町
田
頭
字
大
平
二
六
九

番
一
地
先
か
ら

唐
津
市
相
知
町
田
頭
字
牧
ノ
内
四
一

六
番
地
先
ま
で

唐
津
市
相
知
町
田
頭
字
大
平
二
六
九

番
一
地
先
か
ら

唐
津
市
相
知
町
田
頭
字
牧
ノ
内
四
一

六
番
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

一
三
・
九

  
〜　

六
・
三

二
三
・
三

  
〜　

七
・
七

一
三
・
九

  
〜　

六
・
三

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
〇
二
・
六

一
二
〇
・
〇

一
〇
二
・
六

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

中
原
鳥
栖
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
白
壁
字
皿
山
三
九
四
九
番
一
地

先
か
ら

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
白
壁
字
一
ノ
原
四
〇
二
七
番
二

地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

肥
前
呼
子
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
長
倉
字
神
屋

一
一
九
三
番
五
地
先
か
ら

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
長
倉
字
長
ヲ

サ
一
二
九
八
番
四
地
先
ま
で

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
長
倉
字
神
屋

一
一
九
三
番
二
地
先
か
ら

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
長
倉
字
長
ヲ

サ
一
三
〇
〇
番
四
地
先
ま
で

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
長
倉
字
神
屋

一
一
九
三
番
五
地
先
か
ら

東
松
浦
郡
玄
海
町
大
字
長
倉
字
長
ヲ

サ
一
二
九
八
番
四
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

四
一
・
三

  
〜　

一
五
・
六

 
一
二
・
七

  
〜　

六
・
九

 
一
二
・
七

  
〜　

六
・
九

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

二
四
〇
・
〇 

一
〇
八
・
三 

一
七
五
・
二

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
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に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

二
〇
四
号

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

伊
万
里
市
瀬
戸
町
字
一
ノ
角
二
三
番

一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
木
須
町
字
清
水
浦
五
五
〇

五
番
地
先
ま
で

伊
万
里
市
瀬
戸
町
字
一
ノ
角
二
三
番

一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
木
須
町
字
清
水
浦
五
五
〇

五
番
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

三
七
・
〇

  
〜　

 
一
三
・
三

 
三
〇
・
〇

  
〜　

七
・
五

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

七
四
一
・
六

七
五
二
・
九

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

一
般
国
道

二
〇
四
号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

伊
万
里
市
瀬
戸
町
字
一
ノ
角
二
三
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
木
須
町
字
清
水
浦
五
五
〇
五
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

二
〇
四
号

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

伊
万
里
市
山
代
町
久
原
字
大
波
瀬
四

〇
七
二
番
五
地
先
か
ら

伊
万
里
市
山
代
町
久
原
字
浜
鴫
五
一

二
〇
番
地
先
ま
で

伊
万
里
市
山
代
町
久
原
字
大
波
瀬
四

〇
七
二
番
五
地
先
か
ら

伊
万
里
市
山
代
町
久
原
字
浜
鴫
五
一

二
〇
番
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

二
一
・
九

  
〜　

 
九
・
三

 
一
九
・
三

  
〜　

七
・
二

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

四
〇
七
・
一

四
〇
七
・
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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路 

線 

名

一
般
国
道

二
〇
四
号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

伊
万
里
市
山
代
町
久
原
字
大
波
瀬
四
〇
七
二
番
五
地
先
か
ら

伊
万
里
市
山
代
町
久
原
字
浜
鴫
五
一
二
〇
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

稗
木
場
有
田
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
赤
松
丙
二

番
八
地
先
か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
赤
松
丙
七

二
番
一
地
先
ま
で

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
善
門
谷
乙

三
二
〇
五
番
一
地
先
か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
戸
杓
丙
五

五
九
番
三
地
先
ま
で

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
赤
松
丙
二

番
八
地
先
か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
赤
松
丙
七

二
番
一
地
先
ま
で

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
善
門
谷
乙

三
二
〇
五
番
一
地
先
か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
戸
杓
丙
五

五
九
番
三
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

五
六
・
五

  
〜　

一
一
・
一

 
三
九
・
七

  
〜　

一
二
・
八

 
一
六
・
八

  
〜　

六
・
〇

 
四
一
・
三

  
〜　

一
一
・
七

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

九
三
一
・
〇 

八
一
五
・
五 

九
五
九
・
四

八
一
四
・
三

�
�
�
�
�
�
�
�
	


	
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

稗
木
場
有
田

線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
赤
松
丙
二
番
八
地
先
か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
赤
松
丙
七
二
番
一
地
先
ま
で

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
善
門
谷
乙
三
二
〇
五
番
一
地
先

か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
戸
杓
字
戸
杓
丙
五
五
九
番
三
地
先
ま

で 

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

大
木
有
田
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

西
松
浦
郡
有
田
町
大
木
宿
字
整
地
乙

八
四
三
番
六
〇
地
先
か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
大
木
宿
字
整
地
乙

八
〇
五
番
一
地
先
ま
で

西
松
浦
郡
有
田
町
大
木
宿
字
整
地
乙

八
四
三
番
六
〇
地
先
か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
大
木
宿
字
整
地
乙

八
〇
五
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

二
四
・
五

  
〜　

一
三
・
八

 
一
八
・
九

  
〜　

一
三
・
五

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

四
一
六
・
〇

四
一
六
・
七

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

大
木
有
田
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

西
松
浦
郡
有
田
町
大
木
宿
字
整
地
乙
八
四
三
番
六
〇
地
先

か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
大
木
宿
字
整
地
乙
八
〇
五
番
一
地
先
ま

で 

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

山
谷
大
木
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

西
松
浦
郡
有
田
町
岳
字
御
手
木
乙
三

五
四
〇
番
一
地
先
か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
山
谷
切
口
字
黒
木

原
乙
一
三
九
六
番
一
地
先
ま
で

西
松
浦
郡
有
田
町
岳
字
御
手
木
乙
三

五
四
〇
番
一
地
先
か
ら

西
松
浦
郡
有
田
町
山
谷
切
口
字
黒
木

原
乙
一
三
九
六
番
一
地
先
ま
で 

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

四
三
・
六

  
〜　

九
・
五

一
四
・
八

  
〜　

七
・
七

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

七
七
九
・
六

九
七
四
・
三

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道 

山
谷
大
木
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

西
松
浦
郡
有
田
町
岳
字
御
手
木
乙
三
五
四
〇
番
一
地
先
か

ら西
松
浦
郡
有
田
町
山
谷
切
口
字
黒
木
原
乙
一
三
九
六
番
一

地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一
般
国
道

四
四
四
号

杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
三
本
杉

一
六
六
番
二
地
先
か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
浄
光
搦

四
八
六
番
一
地
先
ま
で

杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
竜
王
東

平
八
五
六
番
三
地
先
か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
牛
屋
字
明
治
搦

七
八
五
一
番
四
地
先
ま
で

杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
竜
王
東

平
八
五
六
番
三
地
先
か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
牛
屋
字
明
治
搦

七
八
五
一
番
四
地
先
ま
で

前後前

二
二
・
八

〜　
九
・
二

三
八
・
七

 
〜　

八
・
六

二
二
・
八

〜　
八
・
七

一
九
一
・
二

三
、
七
一
六
・
六

四
、
六
五
三
・
三

路 

線 

名

一
般
国
道

二
〇
七
号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

杵
島
郡
白
石
町
大
字
坂
田
字
五
本
松
篭
二
八
二
番
三
地
先

か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
坂
田
字
五
本
松
篭
三
二
三
番
一
地
先

ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

一
般
国
道

二
〇
七
号

一
般
国
道

四
四
四
号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
三
本
杉
一
六
六
番
二
地
先
か

ら杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
浄
光
搦
四
八
六
番
一
地
先
ま

で杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
竜
王
東
平
八
五
六
番
三
地
先

か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
牛
屋
字
明
治
搦
七
八
五
一
番
四
地
先

ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

平
成
二
一
・
三
・
三
一

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

二
〇
七
号

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
三
本
杉

一
六
六
番
二
地
先
か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
浄
光
搦

四
八
六
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

三
八
・
七

 
〜　

一
六
・
五

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
九
〇
・
九
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

二
〇
七
号

県
道

白
石
大
町
線

県
道

久
間
白
石
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

杵
島
郡
白
石
町
大
字
坂
田
字
二
本
杉

一
二
二
〇
番
一
地
先
か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
三
本
杉

一
六
八
番
五
地
先
ま
で

杵
島
郡
白
石
町
大
字
坂
田
字
二
本
杉

一
二
二
〇
番
一
地
先
か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
三
本
杉

一
六
八
番
五
地
先
ま
で

杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
三
本
杉

一
三
二
番
二
八
地
先
か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
堤
字
嘉
瀬
川
一

五
一
三
番
二
地
先
ま
で

杵
島
郡
白
石
町
大
字
戸
ヶ
里
字
四
本

杉
一
七
二
五
番
一
地
先
か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
堤
字
嘉
瀬
川
一

五
一
三
番
二
地
先
ま
で

杵
島
郡
白
石
町
大
字
堤
字
嘉
瀬
川
二

六
三
七
番
地
先
か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
湯
崎
字
小
島
六

七
四
番
一
地
先
ま
で

杵
島
郡
白
石
町
大
字
堤
字
嘉
瀬
川
二

六
三
七
番
地
先
か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
湯
崎
字
小
島
六

七
四
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前後前後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

四
一
・
六

〜　
 

 
一
二
・
二

一
九
・
四

〜　

一
〇
・
六

四
四
・
五

〜　
七
・
六

二
五
・
八

〜　
四
・
〇

三
四
・
八

〜　
九
・
七

五
七
・
六

〜　

一
〇
・
〇

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
九
八
・
六

一
九
九
・
一

六
、
〇
〇
八
・
九

四
、
八
八
四
・
七

九
三
六
・
〇

九
三
三
・
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

一
般
国
道

二
〇
七
号

県
道

白
石
大
町
線

県
道

久
間
白
石
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

杵
島
郡
白
石
町
大
字
坂
田
字
二
本
杉
一
二
二
〇
番
一
地
先

か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
三
本
杉
一
六
八
番
五
地
先
ま

で杵
島
郡
白
石
町
大
字
深
浦
字
三
本
杉
一
三
二
番
二
八
地
先

か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
堤
字
嘉
瀬
川
一
五
一
三
番
二
地
先
ま

で杵
島
郡
白
石
町
大
字
堤
字
嘉
瀬
川
二
六
三
七
番
地
先
か
ら

杵
島
郡
白
石
町
大
字
湯
崎
字
小
島
六
七
四
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

〃〃

�
�
�
�
�
�
�
�
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

武
雄
多
久
線

県
道

武
雄
塩
田
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

武
雄
市
武
雄
町
大
字
武
雄
字
永
松
五

八
四
〇
番
一
地
先
か
ら

武
雄
市
朝
日
町
大
字
甘
久
字
田
崎
四

五
六
番
三
地
先
ま
で

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

武
雄
市
朝
日
町
大
字
甘
久
字
田
崎
四

五
五
番
一
地
先
か
ら

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
サ
キ
田

七
八
三
四
番
六
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

二
一
・
五

  
〜　

七
・
九

�
�
�

�
�
�

一
五
・
五

  
〜　

八
・
二

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

二
、
五
〇
二
・
〇

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

一
、
八
一
六
・
七

�
�
�
�
�
�
�
�
	


	
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

武
雄
伊
万
里

線県
道

武
雄
温
泉
線

県
道

中
野
武
雄
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

武
雄
市
武
雄
町
大
字
昭
和
二
六
五
番

地
先
か
ら

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
明
音
谷

一
〇
一
五
八
番
一
地
先
ま
で

武
雄
市
武
雄
町
大
字
武
雄
字
永
松
五

八
四
〇
番
一
地
先
か
ら

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
明
音
谷

一
〇
一
五
八
番
一
地
先
ま
で

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
寺
ノ
内

一
〇
九
八
三
番
七
地
先
か
ら

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
明
音
谷

一
〇
〇
八
九
番
一
地
先
ま
で

武
雄
市
武
雄
町
大
字
武
雄
字
柄
崎
七

四
一
二
番
二
地
先
か
ら

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
サ
キ
田

七
八
一
五
番
四
地
先
ま
で

武
雄
市
武
雄
町
大
字
武
雄
字
柄
崎
七

四
一
二
番
二
地
先
か
ら

武
雄
市
武
雄
町
大
字
武
雄
字
柄
崎
七

三
六
五
番
地
先
ま
で

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
山
下
一

一
五
二
二
番
四
地
先
か
ら

武
雄
市
武
雄
町
大
字
武
雄
字
永
松
五

八
三
六
番
一
一
地
先
ま
で

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
山
下
一

一
五
二
二
番
四
地
先
か
ら

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
西
浦
八

三
七
九
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前後前後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

三
〇
・
〇

  
〜　

一
一
・
九

五
二
・
八

  
〜　

四
・
一

二
七
・
〇

  
〜　

一
六
・
〇

二
〇
・
九

  
〜　

七
・
九

一
三
・
八

  
〜　

六
・
九

三
〇
・
〇

  
〜　

七
・
九

二
〇
・
八

  
〜　

四
・
七

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

一
、
七
八
七
・
八

二
、
六
七
九
・
一

四
〇
九
・
八

三
五
八
・
〇

一
三
一
・
七

二
、
〇
五
七
・
五

三
四
〇
・
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
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そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

武
雄
伊
万
里

線県
道

武
雄
温
泉
線

県
道

中
野
武
雄
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

武
雄
市
武
雄
町
大
字
昭
和
二
六
五
番
地
先
か
ら

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
明
音
谷
一
〇
一
五
八
番
一
地

先
ま
で

武
雄
市
武
雄
町
大
字
武
雄
字
柄
崎
七
四
一
二
番
二
地
先
か

ら武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
サ
キ
田
七
八
一
五
番
四
地
先

ま
で

武
雄
市
武
雄
町
大
字
富
岡
字
山
下
一
一
五
二
二
番
四
地
先

か
ら

武
雄
市
武
雄
町
大
字
武
雄
字
永
松
五
八
三
六
番
一
一
地
先

ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

〃〃

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鹿
島
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

二
〇
七
号

一
般
国
道

四
四
四
号

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

鹿
島
市
大
字
重
ノ
木
字
瀬
戸
口
角
乙

一
四
六
八
番
七
地
先
か
ら

鹿
島
市
大
字
納
富
分
字
石
木
津
三
九

四
七
番
四
地
先
ま
で

鹿
島
市
大
字
重
ノ
木
字
瀬
戸
口
角
乙

一
四
六
八
番
七
地
先
か
ら

鹿
島
市
大
字
納
富
分
字
石
木
津
三
九

四
七
番
四
地
先
ま
で

鹿
島
市
大
字
納
富
分
字
藤
津
甲
一
三

七
番
四
地
先
か
ら

鹿
島
市
大
字
納
富
分
字
天
神
三
二
三

四
番
三
地
先
ま
で

鹿
島
市
大
字
納
富
分
字
藤
津
甲
一
三

七
番
四
地
先
か
ら

鹿
島
市
大
字
納
富
分
字
天
神
三
二
三

四
番
三
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

三
二
・
九 

〜　
八
・
二

一
七
・
〇

〜 　
八
・
二

三
二
・
九

 
〜　
 

八
・
二

二
七
・
五

〜　
八
・
二

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

六
四
三
・
八

六
四
三
・
七

五
八
七
・
七

五
八
五
・
〇

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五

月
一
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鹿
島
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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路 

線 

名

一
般
国
道

二
〇
七
号

一
般
国
道

四
四
四
号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

鹿
島
市
大
字
重
ノ
木
字
瀬
戸
口
角
乙
一
四
六
八
番
七
地
先

か
ら

鹿
島
市
大
字
納
富
分
字
石
木
津
三
九
四
七
番
四
地
先
ま
で

鹿
島
市
大
字
納
富
分
字
藤
津
甲
一
三
七
番
四
地
先
か
ら

鹿
島
市
大
字
納
富
分
字
天
神
三
二
三
四
番
三
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
三
・
三
一

平
成
二
一
・
三
・
三
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

佐
賀
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
で

き
る
個
人
情
報
（
平
成
十
四
年
佐
賀
県
告
示
第
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

表
中

「　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「　

に　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
る
。

薬
種
商
認
定
試
験

〃

〃

〃

薬
種
商
認
定
試
験

佐
賀
県
登
録
販
売
者
試
験

〃〃

〃〃

〃〃

��

��
�

�

　
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
い
ま
す
。

　
　
平
成
２１
年
３
月
３１
日

　
　
　
　
　
　
　
収
支
等
命
令
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
環
境
セ
ン
タ
ー
所
長
　
　
溝
　
　
上
　
　
　
　
　
茂

１
　
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
�
　
購
入
物
品
の
名
称
　
　
　
大
気
常
時
監
視
テ
レ
メ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

　
�
　
購
入
物
品
の
数
量
　
　
　
一
式

　
�
　
購
入
物
品
の
仕
様
　
　
　
入
札
仕
様
書
に
よ
る

　
�
　
納
入
期
限
　
　
　
　
　
　
平
成
２２
年
１
月
２９
日
（
金
）

　
�
　
納
入
場
所
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
環
境
セ
ン
タ
ー
ほ
か
県
内
各
地

２
　
入
札
参
加
資
格

�
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
す
る

者
で
な
い
こ
と
。

�
　
会
社
更
生
法
（
平
成
１４
年
法
律
第
１５４
号
）
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
１１
年
法
律
第

２２５
号
）
に
基
づ
き
更
正
手
続
開
始
又
は
民
事
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い

る
者
で
な
い
こ
と
。

�
　
開
札
の
日
の
６
か
月
前
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
、
金
融
機
関
等
に
お
い
て
手
形
又

は
小
切
手
を
不
渡
り
し
た
者
で
な
い
こ
と
。

�
　
佐
賀
県
発
注
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
処
分
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

�
　
佐
賀
県
物
品
の
製
造
、
修
理
又
は
購
入
に
関
す
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
の
で

き
る
者
の
資
格
及
び
資
格
審
査
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
４１
年
佐
賀
県
告
示
第
１２９
号
）
第

１
条
の
規
定
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
を
、
入
札
書
の
提
出
期
限
の
時
点
で
有
す
る
こ

と
。

�
　
入
札
仕
様
書
の
要
件
を
満
た
す
物
品
を
、
期
限
内
に
納
入
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

�
　
当
該
物
品
に
対
し
て
、
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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３
　
入
札
参
加
資
格
を
得
る
た
め
の
申
請
の
方
法

　
上
記
２
�
の
資
格
の
な
い
者
で
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
佐
賀
県
所

定
の
入
札
参
加
資
格
認
定
申
請
書
様
式
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
持
参
し
て
提
出
す
る
こ

と
。

�
　
入
札
参
加
資
格
認
定
審
査
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
申
請
書
の
提
出
場
所

郵
便
番
号
８４０
‐
８５７０

　
佐
賀
県
佐
賀
市
城
内
一
丁
目
１
番
５９
号

佐
賀
県
出
納
局
用
度
管
財
課
用
度
担
当

電
話
０９５２

－
２５
－
７１９４

　
E-M
ail：
youdokanzai@

pref．
saga．

lg．
jp

�
　
申
請
書
様
式
の
入
手
先

上
記
�
の
部
局
又
は
佐
賀
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http：

//w
w
w
．
pref．

saga．
lg．
jp/）

４
　
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

　
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
申
請
書
を
平
成
２１
年
４
月
２２
日
（
水
）

ま
で
に
、
下
記
の
申
請
書
提
出
場
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
さ
れ
た
資
料
を
審
査

の
上
、
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
、
入
札
の
対
象
者
と

し
ま
す
。
な
お
、
審
査
の
結
果
は
、
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

入
札
参
加
申
請
書
の
提
出
場
所
（
持
参
又
は
郵
送
）

〒
８４９
-０９３２

　
佐
賀
県
佐
賀
市
鍋
島
町
八
戸
溝
１１９
-１

佐
賀
県
環
境
セ
ン
タ
ー
　
大
気
・
水
質
課
　
電
話
　
０９５２

-３０
-１６１６

５
　
入
札
日
時
及
び
入
札
場
所
等

�
　
入
札
仕
様
書
の
交
付
方
法

平
成
２１
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２１
年
４
月
２２
日
ま
で
の
期
間
、
佐
賀
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
上
記
４
の
場
所
に
お
い
て
随
時
交
付
す
る
。（
土
日
・
休
日
を

除
く
）

�
　
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
期
限

以
下
の
場
所
に
入
札
者
が
直
接
持
参
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。
郵
送
の
場
合
は
書
留
郵
便

と
し
、
５
月
１４
日
（
木
）
１４
時
必
着
と
す
る
。

場
所
：
〒
８４９
-０９３２

　
佐
賀
県
佐
賀
市
鍋
島
町
八
戸
溝
１１９
－
１
　
佐
賀
県
環
境
セ
ン

タ
ー

�
　
開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
平
成
２１
年
５
月
１４
日
（
木
）
１４
時
　
佐
賀
県
環
境
セ
ン
タ
ー
会
議
室

６
　
そ
の
他

�
　
入
札
及
び
契
約
の
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

�
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

ア
　
入
札
保
証
金
　
　
佐
賀
県
財
務
規
則
（
平
成
４
年
佐
賀
県
規
則
第
３５
号
）
第
１０３
条

第
３
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
。

イ
　
契
約
保
証
金
　
　
佐
賀
県
財
務
規
則
第
１１５
条
第
３
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
免

除
す
る
。

�
　
入
札
の
無
効
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
行
な
っ
た
入
札
は
、
無
効

　
と
す
る
。

ア
　
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者

イ
　
当
該
入
札
に
つ
い
て
不
正
行
為
を
行
な
っ
た
者

ウ
　
入
札
書
の
金
額
、
氏
名
及
び
印
鑑
に
つ
い
て
誤
脱
又
は
判
読
不
可
能
な
も
の
を
提

　
出
し
た
者

エ
　
一
人
で
二
以
上
の
入
札
を
し
た
者

オ
　
代
理
人
で
そ
の
資
格
の
な
い
者

カ
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
競
争
の
条
件
に
違
反
し
た
者

�
　
入
札
の
中
止

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
入
札
を
中
止
し
ま
す
。
こ
の
場
合
の

損
害
は
入
札
者
の
負
担
と
し
ま
す
。

ア
　
入
札
参
加
者
が
連
合
し
、
又
は
不
穏
の
行
動
を
な
す
等
の
場
合
に
お
い
て
、
入
札

　
を
公
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

イ
　
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
入
札
又
は
開
札
を
行
な
う
こ
と
が
で

　
き
な
い
と
き
。
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�
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

�
　
落
札
者
の
決
定
方
法

ア
　
入
札
金
額
が
、
入
札
書
比
較
価
格
（
税
抜
き
の
予
定
価
格
）
以
下
で
、
最
低
の
価

　
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
し
ま
す
。

イ
　
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、

　
直
ち
に
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
、
落
札
者
を
決
定
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の
う
ち
出
席
し
な
い
者
又
は
く
じ
を
引
か
な
い

　
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
県
職
員
に
く

　
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
し
ま
す
。

ウ
　
入
札
は
、
本
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
代
理
人
が

　
入
札
を
す
る
場
合
は
、
入
札
前
に
委
任
状
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

エ
　
第
１
回
目
の
開
札
の
結
果
、
落
札
者
が
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
再
度
入
札
を
行
う
。

　
た
だ
し
、
郵
便
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
し
た
者
が
、
開
札
に
立
ち
会
っ
て
い
な
い
場

　
合
に
は
、
再
度
入
札
は
、
後
日
、
日
を
改
め
て
行
う
。

�
　
詳
細
は
入
札
仕
様
書
に
よ
る

�
　
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　
〒
８４９
-０９３２

　
佐
賀
県
佐
賀
市
鍋
島
町
八
戸
溝
１１９
－
１

　
　
　
佐
賀
県
環
境
セ
ン
タ
ー
　
大
気
・
水
質
課
　

　
　
　
電
話
　
０９５２

-３０
-１６１６

７
　
Sum
m
ary

�
　
The N

ature and quantity of the products：
 Telem

eter system
 for air quality 　

　
surveillance，

１
set

�
　
D
edline for delivery：

 January ２９
， ２００９

�
　
Tim
e-lim

its set for the subm
ission of tender：

 １４
：
００
，
M
ay １４

， ２００９

�
　
C
ontact details：

 A
tom
ospheric and W

ater D
ivision，

Saga Prefectural 　
　
　

　
Environm

em
tel R
eseach

      C
enter，

１１９
-１
 Y
aem
izo N

abeshim
acho Saga city，

Saga ８４９
-０９３２

 JA
PA
N

      Tel．
０９５２

-３０
-１６１６

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
鹿
島
市
大
字
山
浦
甲
１５６４

番
地
２
　
鹿
島
市
土
地
改
良
区
理
事
長
　
中
島
　
武
満
か
ら
認

可
申
請
の
鹿
島
市
土
地
改
良
区
営
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
）
の
計
画
変
更
に
つ
い
て
は
、

土
地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
４８
条
第
９
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

　
な
お
、
利
害
関
係
人
で
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
佐
賀
県
知
事

に
対
し
て
書
面
に
よ
り
異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
異
議
申
出
書
は
、
平
成
２１
年

５
月
１３
日
ま
で
に
佐
賀
県
鹿
島
農
林
事
務
所
（
郵
便
番
号
８４９
-１３１１

 鹿
島
市
高
津
原
３４００

番

地
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

  平
成
２１
年
３
月
３１
日

佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康
　
　
　

１
　
縦
覧
に
供
す
る
書
類

　
　
鹿
島
市
土
地
改
良
区
営
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
）
の
変
更
後
の
計
画
書
の
写
し

２
　
縦
覧
の
期
間

   　
平
成
２１
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２１
年
４
月
２８
日
ま
で

３
　
縦
覧
の
場
所

　
　
鹿
島
市
役
所

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六

条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織

��

�
�
�
�
�
	


�
�
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及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
並
び
に
地
方
自
治
法
第
八
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

三
分
の
一
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　

員　

長　
　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男

一　

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

一
三
、
八
一
三
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二　

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数一

八
一
、
七
七
三
人　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三　

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

　
　
　

選
挙
区
名　
　
　
　
　
　

三
分
の
一
の
数

　
　
　

佐
賀
市　
　
　
　
　
　
　

五
三
、
八
一
三
人

　
　
　

唐
津
市
・
東
松
浦
郡　
　

三
七
、
〇
四
四
人

　
　
　

鳥
栖
市　
　
　
　
　
　
　

一
七
、
五
〇
一
人

　
　
　

多
久
市　
　
　
　
　
　
　
　

六
、
〇
九
〇
人

　
　
　

伊
万
里
市　
　
　
　
　
　

一
五
、
五
九
七
人

　
　
　

武
雄
市　
　
　
　
　
　
　

一
三
、
七
八
〇
人

　
　
　

鹿
島
市
・
藤
津
郡　
　
　

一
一
、
三
〇
七
人

　
　
　

小
城
市　
　
　
　
　
　
　

一
二
、
一
九
六
人

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
、
公
職
の
候
補
者
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
で
当
該
選

挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
で
あ
る
者
以

外
の
も
の
を
除
く
。）、
候
補
者
届
出
政
党
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
個
人
演
説
会
、

政
党
演
説
会
又
は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の

施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
施
設
を
廃
止
し
た
旨
、
み
や
き
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が

あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　

員　

長　
　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男

　
　
　

嬉
野
市　
　
　
　
　
　
　
　

七
、
八
四
〇
人

　
　
　

神
埼
市
・
神
埼
郡　
　
　

一
三
、
二
三
一
人

　
　
　

佐
賀
郡　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
三
六
〇
人

　
　
　

三
養
基
郡　
　
　
　
　
　

一
四
、
六
八
一
人

　
　
　

西
松
浦
郡　
　
　
　
　
　
　

五
、
八
三
五
人

　
　
　

杵
島
郡　
　
　
　
　
　
　

一
一
、
九
四
一
人

施 
設 
の 
名 
称

江
口
集
会
所 

勤
労
者
憩
の
家

施 
設 
の 
所 
在 
地 

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
江
口
一
二
九
四
番
地
一

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
江
口
一
四
八
六
番
地
二
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